
旅客或隨交通工具服務之人員攜帶洗錢防制物品入出境登記表 
旅客又は乗組員が携帯するマネーロンダリング防止法対象物品の出入境申告書 

 入境旅客 入国する旅客の  起程地  出発地 
 出境旅客 出国する旅客の  目的地  目的地  :                                 
日期  
日付    （年年/月月/日日） 

飛機/輪船班次 

飛行機/船舶の便名 

 

 

申

報

者

申

告

者 

姓名  氏名  

出生日期（西元）生年日期(西暦) （年年/月月/日日） 

國籍 

国籍 

 性別 

性別 
□男 男性  □女 女性 

護照號碼 

パスポート番号 

 身分證號碼（本國籍必填） 

ID 番号(台湾国籍) 

 

入出境許可證號 

出入境許可番号  

 

在臺住址 

台湾での住所 

 

申

報

物

品 

申

告

物

品 

A.現金 現金 
B.無記名之有價證券 
無記名の有価証券の額面 

（請加註幣別）（通貨を記入してください） 

C. 黃金 金 

件 点  

公斤 

キログラム 
 

黃金序號  

シリアル番号 

 

 
 

新臺幣 

新台湾ドル 
 

旅行支票 
トラベラーズチェック 

 

人民幣 

人民元 
 

其他支票 
その他の小切手 

 

美金 

アメリカドル 
 

本票 
約束手形 

 D. 物品 物品 

鑽石 
ダイヤモンド 

件 点  

公斤 
キログラム 

 

寶石 
宝石 

件 点  

公斤 
キログラム 

 

白金 
プラチナ 

件 点  

公斤 
キログラム 

 

 

日幣 

日本円 
 

匯票 
為替 

 

其他 

その他 
 

其他 
その他 

 

用途 
用途 

 
來源 
入手元 

（例如：國家、管道） 

（例：国、ルート） 

茲聲明全部申報均屬正確無誤。 

ここにすべての申告が正確で誤りがないことを宣言します。 旅客簽名 旅客署名：                               

海關處理欄 税関処理欄 

財政部關務署 財政部関務署        關 税関                關員核章 税関職員署名                  
1. 入出境旅客或隨交通工具服務人員攜帶下列物品，應填具本表向海關申報：(1)新臺幣現金逾 10 萬元、人民

幣現金逾 2 萬元或外幣現金總價值逾等值美金 1萬元、(2)無記名有價證券總面額逾等值美金 1萬元、(3)黃金
總價值逾美金 2萬元、(4)超越自用目的之鑽石、寳石、白金總價值逾等值新臺幣 50 萬元。出入国する旅行客
または乗組員が下記の物品を携帯している場合、本表に記入し税関にて申告しなければなりません。：(1)
現金で 10万新台湾ドル以上、現金で 2万人民元以上または現金で外貨の総額が 1万米ドル相当を超える場
合 (2)無記名の有価証券の額面が 50万新台湾ドル相当を超える場合。(3)金の総価格が 2万米ドルを超える
場合。(4)ダイヤモンド、宝石、プラチナの総額が 50万新台湾ドルを超え、個人用の目的を超える場合。 

2. 人民幣超過限額部分，雖向海關申報，仍僅能於限額內攜入/出；新臺幣超逾限額部分，應於入/出境前先向中
央銀行申請核准，持憑查驗放行。人民元が限度額を超えた部分については、税関に申告したとしても、制
限を超えない金額のみを携帯し出入国できることになります。新台湾ドルの限度額を超えた部分について
は、出/入国前にあらかじめ中央銀行に申請し承認を得なければなりません。証明書により検査を通過でき
ます。 

3. 未申報或申報不實將依法沒入，或處以罰鍰。未申告または虚偽の申告をした場合、法に基づき、没収、ま
たは罰金刑が科せられます。 

4. 本表內容請以正楷書寫。本表の内容は楷書にて記入してください。 


